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○問合せ　　総務課　　☎２３－２１１９

花貫物産センター「感謝祭」

○問合せ　　花貫物産センター　　☎２２－０８０８

日　　時 12 月１日（日）10：00 ～ 13：00（無くなり次第終了）

場　　所 花貫物産センター（大能１１００－２）

内　　容 ◆豚汁と餅（あん・納豆・きな粉・大根おろし）のセットを 100 円で提供します。
◆たかはぎブランド推奨品・加工品はもちろん、季節の野菜も各種取り揃えています！

期　　　間 12 月１日（日）～ 15 日 ( 日 )

スローガン 夜の道　危険発見　ハイビーム

運動の重点
（１）子供と高齢者の交通事故防止（特に横断歩行者の保護）
（２）夕暮れ時と夜間の事故防止
（３）飲酒運転の根絶

今年も北方蕎麦の会が、ひきたて・打ちたて・茹でたてのこだわり手打ちそばを提供します。
花貫渓谷の紅葉を見ながら、ぜひご賞味ください。

第 12回　秋の紅葉新そばまつり

○問合せ　　観光商工課　　☎２３－７３１６

日　　時 11 月 23 日（土）・24 日（日）10：00 ～ 14：00
※無くなり次第終了（１日限定 250 食）

場　　所 花貫ふるさと自然公園センター（秋山２９８９－１４）

料　　金 １人前 500 円　※冷・温のいずれか

年末は日没時間が年末を通じて最も早く夕暮れ時から夜間にかけての交通事故が起こりやすい季節です。
また、忘年会など飲酒する機会が増える時季ですが、飲酒運転は絶対にやめましょう。
ドライバーや歩行者も、交通安全に努めましょう。

年末の交通事故防止県民運動

令和元年度の学習活動などで幼児・児童・生徒が制作した絵画や書道、立体造形、自由研究など、幅広い作品を展示
します。みなさんお誘いあわせのうえ、お越しください。

第 33回　高萩市子ども作品展

○問合せ　　生涯学習課　　☎２３－１１３２

日　　時 11 月 29 日（金）～ 12 月１日（日）９：00 ～ 17：00
※ 12 月１日（日）は 16：00 まで

会　　場 高萩市民体育館　※スリッパをお持ちください。
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法テラスでは、台風 19 号の被災者向けに、無料の法律相談を開始しました。
生活再建に法的な支援を必要としている人はご利用ください。

台風 19号被災者のための無料法律相談

日　　時 令和２年 10 月９日（金）まで

対 象 者 台風 19 号の被害により、高萩市を含む災害救助法が適用された市町村に、令和元年 10 月 10 日時
点で自宅や営業所などがあった人

相談内容 生活の再建に必要な、民事に関する法律問題全般（同一問題での利用は３回まで）

申込方法 法テラス茨城に電話で申込み。後日法テラス茨城事務所（水戸）あるいは、各地の弁護士・司法書士
事務所にて無料で法律相談を受けられます。

○申込み・問合せ　　法テラス茨城　　☎０５０－３３８３－５３９０

「全国一斉情報伝達訓練」を実施します！

○問合せ　　危機対策課　　☎２３－２２１５

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、内閣官房・消防庁が主催する「全国一斉情報伝達訓練」が実施されます。
この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、高萩市以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝
達訓練が行われます。

※Ｊアラートとは…地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

日　　　　時 12 月４日（水）11：00 ごろ

情報伝達訓練 ①防災行政無線（戸別受信機含む）　
②たかはぎＦＭ ※緊急速報メールは配信されません

放 送 内 容

～上りチャイム音～
「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
「こちらは、防災高萩市役所です。」
～下りチャイム音～

市内在住の人が、市内の施工業者により個人住宅のリフォーム工事を行った場合、その経費の一部を助成します。
※リフォーム工事とは…住宅の機能の維持向上のために行う補修、改良、設備改善工事等をいいます。

住宅リフォーム資金助成の申請はお早めに

○申込み・問合せ　　観光商工課　　☎２３－７３１６

対 象 建 物 ①自らが住んでいる持家　②店舗兼住宅などは、自らが住んでいる住宅部分

助 成 対 象
工事費が 10 万円以上（消費税別）で、2020 年３月３１日までに完了する市内施工業者が行った 
リフォーム工事（着工前に必ず申請が必要です）
※市内施工業者とは、市内に事務所を有し、工事を行う者をいいます。

助 成 金 額
お　よ　び
助 成 件 数

工事費（消費税別）が 10 万円以上～100 万円未満は 10％（1,000 円未満は切り捨て）、
100 万円以上は 10 万円を助成します。
予算の範囲内での助成を実施。（残りわずかとなっているので、申請をお考えの人はお早めに）

申 込 資 格
右記すべてに
該当すること

①高萩市に在住する人で、当該住宅に継続して３年以上居住している人
②助成の対象となる住宅の所有者であること
③市税および市の行う各種資金の貸付金に係る返済などについて滞納がないこと
④対象となる工事について、市で実施している他の同様の制度（平成 26 ～ 30 年度高萩市住宅リフォー
　ム制度を含む）による助成金の交付を受けていない人

申 込 手 続

2019 年４月１日以降に着工し、改修工事前に次の書類を提出
①当該改修工事の請負契約書の写し（工事内容がわかるものを添付してください）
②住民票及び納税証明書またはそれに代わるもの
③登記事項証明書またはそれに代わるもの（固定資産税課税証明書など）

（　　　　　　）
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